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研究成果の概要（和文）：本研究は、精神保健福祉領域において、当事者組織、そして他の組織

がどのような連携を形成することで当事者のリカバリーが促進されるのかを明らかにすること

を目的とする。まず、アメリカの精神障がい者当事者運動の拠点の 1 つである National 
Empowerment Center のウェッブサイトのアーカイブに収録されている文献等をもとにリカ

バリーの概念を整理した。そして、リカバリーを促進していると考えられる実践（OPDI Core 
Essential Training Program、eCPR、GAM）の情報を収集し、それらの実践において、どの

ような組織間連携がおこなわれているのかを明らかにした。それらの作業、および、フィンラ

ンドの Open Dialogue の実践の事例を通して、本人を中心にした対話の文化が、リカバリーを

実現する組織間連携の根底に必要であることが浮かび上がってきた。 
 
研究成果の概要（英文）：The aim of this study is to delineate how the collaboration between 
organizations, including self-help groups, can facilitate recovery of people with mental   
health issues. First, articles including those on the website of National Empowerment 
Center, one of the centers of consumer/survivor movement in the United States, were 
examined to characterize the concept of recovery. Second, focusing on the three practices for 
recovery (OPDI Core Essential Training Program、eCPR、and GAM), collaborations at 
organizational level that had developed those practices were examined. These 
examinations and a case study on Open Dialogue revealed that the culture of person 
centered dialogue is needed for the collaboration to realize recovery. 
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１．研究開始当初の背景 
 1980 年代より、北米やわが国のセルフヘ
ルプ・グループ（以下、SHG とする）研究
において、SHG と援助専門職者の組織とが
パートナシップを形成することが重要であ
るとされてきたが、それらのパートナーシッ
プが当事者にどのような影響を及ぼすのか
という点については明らかにされてこなか
った。精神保健福祉領域においてもリカバリ
ーが強調されるようになってきたが、そのよ
うなパートナシップがリカバリーにどのよ
うに影響を及ぼすのかは明らかにされてこ
なかった。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、以上のような状況において、当
事者組織、そして他の組織がどのような連携
を形成することで当事者のリカバリーが促
進されるのかを明らかにすることを目指し
ておこなわれる。 
 
３．研究の方法 
（1）リカバリーに関する内外の文献、とり
わけ精神障がい当事者運動のなかから生ま
れた文献・資料を収集し、精神障がい当事者
にとってリカバリーとは何かを明らかにす
る。 
 
（2）連携を通して展開されている実践が精
神障がい当事者のリカバリーを促進してい
る事例を発見し、情報収集をおこなう。 
 
（3）（1）と（2）を通して得られた情報を分
析し、精神障がい当事者のリカバリーを促進
するための組織間の連携のあるべき姿を浮
かび上がらせる。 
 
４．研究成果 
 
（1）精神障がい当事者にとってのリカバリ
ー 
 ア メ リ カ の National Empowerment 
Center（以下 NEC とする）は、連邦政府か
らの資金を受け、全米レベルで精神障がい当
事者による活動への支援をおこなっている
当事者運営団体の 1 つであり、「人びとや組
織が精神保健サービス・システムをリカバリ
志向で当事者・家族運営のアプローチへと変
革するための知識や能力を開発できるよう
に す る 」（ NEC の ウ ェ ッ ブ サ イ ト
http://www.power2u.org/who.html）とされ
る。アメリカにおける精神障がい者当事者運
動の拠点の一つであるといえるだろう。 
 リカバリーは NEC がもっとも価値を置く
概念の一つであり、リカバリーをめぐる数多
くの情報を発信している。とりわけ、アメリ

カの精神障がい当事者運動のリーダーであ
る故 Judi Chamberlin や現代表の Daniel 
Fisher が執筆した文献が NEC のウェッブサ
イトのアーカイブ（http://www.power2u.org 
/articles.html）に収録されており、それらに
おいては、リカバリー、そして、それと関連
の深い概念であるエンパワメントをめぐっ
て綿密な考察が繰り広げられている。本研究
においては、NEC の了承を得てそれらの文
献を翻訳し、研究代表者が運営するホームペ
ージに掲載するという作業を進めながら、リ
カバリーをめぐる他の文献［Fisher, D. 
(2008). Promoting recovery. In T. Stickley 
and T. Basset (Eds.), Learning about 
mental health practice (pp.119-139). 
Chichester, England: John Wiley and 
Sons.］も参考にしながら、それらの諸文献
から浮かび上がってくるリカバリーの特徴
を整理した。リカバリーが以下の特徴をもつ
ことが明らかになった。①リカバリーは、精
神保健福祉の専門職者において用いられる
概念として広く用いられるようになった一
方で、精神障がい当事者の運動を通して運動
の核となる原理を構成する概念として発展
してきた。②人間の発達という観点からリカ
バリーという概念をとらえることができる。
③リカバリーの過程において人びと、とりわ
け、ピア（仲間）である精神障がい当事者と
のつながりが重要となる。④精神障がい当事
者の文化を援助専門職者の文化に浸透させ
るための概念となりうる。⑤リカバリーは、
スピリチュアルなレベルにおいて理解する
ことが重要である。⑥人と人との対等で深い
対話（dialogue）がリカバリーをうながす重
要な要素となっている。 
 
（2）リカバリーをうながす諸実践 
 それでは、どのようにすれば以上のような
リカバリーがうながされるのかという問い
が浮かび上がってきた。そして、情報収集を
おこなったところ、北米およびヨーロッパに
おいて、クライシス状態にある時の対応も含
め、リカバリーをうながすための実践が展開
されていることが明らかになってきた。そし
て、それらの開発や普及においては精神障が
い当事者の団体が関わる場合もあることが
わかってきた。本研究においては、現地での
聞き取り調査を含む、情報収集をおこない、
それらの実践の状況を明らかにした。 
 以下の実践のうち、かならずしもすべてが
リカバリーという概念を中心に展開されて
いるわけではない（たとえば、クライシス対
応）。しかしながら、それぞれの実践内容を
見ると、いずれもリカバリーをうながしてい
るものであると判断された。 
 



① OPDI Core Essential Training Program 
 カナダのオンタリオ州においては、1990
年代より、Consumer/Survivor Initiative
（CSI）と呼ばれる、精神障がい当事者によ
る事業が活発に展開されるようになり、州政
府はそれらの事業に対して継続的な資金提
供をおこなってきた。OPDI（Ontario Peer 
Development Initiative）は、それらの事業
をおこなう団体を支援し、それらの団体の声
を州の政策に反映させるための当事者組織
である。2004 年の OPDI の大会において、
CSI 団体から、当事者がピアサポートを進め
る能力を高めるための資源が欲しいとの声
が出され、それを受けた OPDI がピアサポー
トの方法を身につけるためのプログラムを
開発に乗り出した。OPDI と CSI 団体、そし
て公募されたコンサルタントと協働し、プロ
グラムは完成された。2010 年に最初のトレ
ーニングが実施された。プログラムのなかで
は、リカバリーに基盤を置くピアサポートが
目指されている。 
 
② eCPR 
 eCPR（Emotional CPR）は、アメリカを
中心として展開されているアプローチであ
り 、 心 肺 蘇 生 法 （ Cardiopulmonary 
Resuscitation: CPR）の発想をクライシス対
応に取り入れて、開発された教育プログラム
である。クライシス状態にある人の周囲の人
びとが一定の関わり方を身につけているこ
とで、本人の状態が悪化するのを防ぎ、命を
救うことができるという発想に支えられて
いる。eCPR は、精神障がい当事者団体の全
国連合組織である、NCMHR（National 
Coalition for Mental Health Recover）のプ
ログラムの一つとして展開されている。C は
Connecting 、 P は emPowering 、 R は
Revitalizing を意味している。約 20 人の精
神障がい当事者が共同で生み出したアプロ
ーチである。 
 調査の時点（2010 年 10 月）で、トレーナ
ーは 4 名（全員が当事者）おり、アメリカ合
衆国各地においてトレーニングが開催され
ていた。資格認定トレーニングにおいては、
ワークブックが用いられている。主要なテー
マである「つながること」「エンパワーする
こと」「再生すること」のうち、もっとも時
間が割かれるのが「つながること」である。
資格認定トレーニングについては、2010 年 4
月に初めてのトレーニングがケンタッキー
州において、当事者団体である Kentucky 
Consumer Advocate Network for Mental 
Wellness（KYCAN）主催で開催された。 
 
③ GAM 

GAM （ Gestion autonome de la 
médication）は、カナダのケベック州、オン

タリオ州、ブラジルにおいて展開されている。
精神障がい当事者本人が「自分の服薬、そし
て、それが自分の生活のすべての側面に及ぼ
す影響について学び、理解する」ためのアプ
ローチであり、「目標は、より満足のいく生
活の質を実現すること」であるとされる。そ
して、「服薬をめぐる自分のニーズや要求を
問い直す」アプローチであるとされる
（Céline Cyr 作成の説明用資料より）。1980
年代、ケベック州の精神保健のアドボカシー
団体（Auto-psy）が服薬を自らの手でコント
ロールするためのアプローチが生み出した。
その後、研究組織（ÉRASME）やオルタナ
ティブ団体の連合組織（RRASMQ）とのパ
ートナーシップを経て、GAM として発展し
た。2002 年にアドボカシー団体の連合組織
（AGIDD-SMQ）と RRASMQ とが共同で
GAM のテキストを発行した。 
 
（3）連携とリカバリーとの関係 
 以上の実践から見えてくるのは、組織と組
織とがつながることを通して、精神障がい当
事者のリカバリーをうながす実践が誕生し
ているということである。 
 ①においては、CSI 団体、OPDI の連携が
見られた。②においては、その普及において、
精神障がい当事者団体の連合組織である
NCMHR と他の組織（たとえば、当事者団体）
との連携がみられた（ワークショップの開催
など）。③においては、アドボカシー団体や
その連合組織、研究組織、オルタナティブ団
体の連合組織による連携が見られた。 
 かつ、以上のような連携を創り出している
団体は、伝統的な精神科医療を提供する団体
ではなかった（当事者団体やオルタナティブ
団体）。 
 さらに、それらの団体においては、精神当
事者による参加が積極的に行われていた。③
におけるオルタナティブ団体においては運
営における当事者参加が積極的におこなわ
れている。 
 つまり、当事者団体や、当事者参加に積極
的に価値を置く団体が連携することで、精神
障がい当事者のリカバリーをうながす実践
が生み出され、普及されているということで
ある。言い換えれば、当事者の声に耳を傾け
る連携があるからこそ、当事者のリカバリー
をうながす実践が生まれるのではないだろ
うか。 
 Fisher は、先述した NEC のアーカイブに
収録された文献において、組織全体が、ある
いは、社会全体がリカバリー志向になる必要
があることを強調している。Fisher が考える
リカバリー志向の組織や社会というのは、言
い換えれば、精神障がい当事者の声や当事者
による決定が尊重される組織や社会である
といえるだろう。精神障がい当事者の声が反



映されない組織や社会においてリカバリー
は実現しないということである。 
 そのように考えれば、以上の実践例は、ま
さしく、組織全体がリカバリー志向になるこ
とで、リカバリーをうながす実践が生み出さ
れ、普及されている例だといえるだろう。 
 
（4）組織変革のための課題 
 しかしながら、精神保健福祉の領域におい
て実践を展開している組織の多くは必ずし
も、以上で挙げたような組織ではない。その
ような組織は少数であろう。 

もちろん、当事者の声が運営に反映されて
いない団体において、ここで示したような、
リカバリーをうながす実践が展開されてい
るのか、いないのか、という点については別
途、きちんとした調査が必要である。したが
って、ここで、当事者の声が運営に反映され
ていない組織においてリカバリーをうなが
す実践が展開されていないと言い切ること
には無理があるだろう。また、そもそも、当
事者参加とリカバリーとの関係についても
さらに丁寧に論じる必要があるだろう。 
 しかしながら、リカバリー志向の組織を創
り出すための一つの方法を、当事者の声を反
映させることに求めることは重要なことで
あろう。なぜなら、人は、自分があるサービ
スを利用しているときに、自らのサービスの
あり方を自らの手で決めているのだと感じ
ることができるとき、エンパワーされ、ひい
てはリカバーするのではないだろうか。 
 以下では、組織をどのように変革すれば、
リカバリー志向の組織が実現するのかを
Open Dialogueの実践をもとに具体的に述べ
たい。 

Open Dialogue は、フィンランドの西ラッ
プランドのケロプダス精神科病院および 5つ
のクリニックの多職種専門職者によって実
践されているアプローチである。フィンラン
ドにおいては 1980 年代に need-adapted 
treatment と呼ばれるアプローチが統合失調
症の治療に用いられ、その影響を受けている。
クライシス状態にある人などから連絡を受
けたスタッフがチームで訪問するが、投薬は
極力避け、本人に加えて、家族や関係者（た
とえば、近隣の人、職場の人など、社会的ネ
ットワークを構成する人びと）を含めたミー
ティングをおこない対話をおこなう。5 年後
の追跡調査においては、オープンダイアログ
を利用した人たちの 85%が学業、職業につい
ている、あるいは求職活動をおこなっていた
ことが報告された。また、5 年間の間に再発
を体験した人は 29 パセントしかいなかった
（Seikkula et al.  2006）。 
本人のいないところで本人の話をしない

（もちろん本人に関する決定はしない）とい
ったルールがあり、すべては本人の目の前で

本人の意見を聞きながら決定される。 
 Open Dialogue は、当事者による実践では
ない。専門職者による実践である。しかしな
がら、スタッフの間で、対等で双方向的な対
話を尊重する文化が根ざしている。Open 
Dialogue のドキュメンタリー映画「開かれた
対話」を観ると、スタッフが、Open Dialogue
を技術としてではなく、個人の態度として身
につけていることが伝わってくる。 
 
（5）本人を中心にした対話の文化 
 本研究がたどりついたのは、組織における
本人を中心にした対話の文化の重要性であ
った。組織間連携を考える場合、それぞれの
組織が、本人を中心にした対話の文化をもた
ない場合、たとえ組織と組織が連携しても、
リカバリーをうながす実践は実現しないの
ではないだろう。むしろ逆に、組織の連携が
本人を苦しめるものとなるかもしれない。 
 現在、わが国の精神保健福祉領域において
は、ACT に見られるように、専門職者による
チームアプローチが注目されつつある。しか
し、そのようなアプローチが本人を中心にし
た対話の文化を欠いたものであれば、それは
本人を傷つけ、孤立を強いるものになるだろ
う。 
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